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武雄市キャンプ場指定管理者募集要項 

  

武雄市では、乳待坊公園及び武雄市眉山キャンプ場（以下「キャンプ場等」という。）の効率的・

効果的な管理運営を図るため、「武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例」、「武

雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例」及び「武雄市眉山キャンプ場設置条例」に基づき、武

雄市キャンプ場指定管理者募集要項（以下「募集要項」という。）により指定管理者を募集します。 

 

１ 募集概要 

（１）施設の名称及び所在地  

○施 設 の 名 称：乳待坊公園 ５０，３３４㎡ 

施設の所在地：武雄市山内町大字宮野１８６４番地 他 

   【広場】  約６，５００㎡ 

 ※木造２階建管理棟（炊事場付き）１棟、トイレ１棟、東屋１棟、パーゴラ１棟、貯水

槽、常設テント２基、遊具、駐車場２箇所 

【展望台】  約１，０００㎡  ※展望台、トイレ１棟、駐車場 

【その他（山林）】 約４２，８３４㎡ 

○施 設 の 名 称：武雄市眉山キャンプ場 ３２，５０６㎡ 

施設の所在地：武雄市若木町大字本部１８６２５番地２ 

   【キャンプ場】３２，５０６㎡ 

 ※テントサイト、木造１階建バンガロー５棟、木造平屋建て管理棟１棟、屋外炊事施設、

給水施設設備、便所１棟、キャンプファイヤー広場 

 

（２）募集期間 

令和８年６月８日（月） から 令和８年８月６日（木）まで。 

 

（３）指定管理者の指定期間 

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間とします。 

 

（４）指定管理者の募集及び選定の方式 

   指定管理者の募集及び選定は、公募型プロポーザル方式を採用し、審査のうえ最優秀提案者

を選定します。 

 

（５）審査 

審査にあたっては、「武雄市指定管理候補者選定委員会設置要綱」に基づく指定管理候補者選

定委員会において、審査基準に基づいて提出書類等により審査を行います。 

 

（６）審査結果等の通知 

審査結果については、応募者に対して速やかに文書で通知します。 

 

（７）指定管理者の指定 

審査により選定された最優秀提案者を指定管理者の候補者とし、議会の議決を経て指定管理

者として指定するものとします。 

 

（８）お問い合わせ先 

 〒843－8639 武雄市武雄町大字昭和 12番地 10 

武雄市まちづくり部 都市政策課 

電話：0954-27-7162  メールアドレス：toshi@city.takeo.lg.jp 



- 3 - 

 

２ 委託業務概要 

 業務の概要は以下のとおりです。 

 なお、詳細については武雄市キャンプ場の管理運営に関する指定管理者業務仕様書（以下「仕

様書」という。）を参照してください。 

（１）キャンプ場等の運営に関する業務 

（２）キャンプ場等の利用に関する業務 

（３）キャンプ場等の維持及び管理に関する業務 

 

３ 指定管理者が行う管理の基準 

  適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的な事項は、次のとおりです。 

（１）業務時間 

○「武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則」、「武雄市眉山キャンプ場設置条例

施行規則」（以下「規則」という。）に基づき、下記のとおりとします。 

・乳待坊公園 

通年 ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時で休園することもあります。 

午前８時から午後５時まで（野営行為を除く。） 

   ・武雄市眉山キャンプ場 

    通年 ただし、祝日及び祝前日を除く毎週火曜日、水曜日、木曜日及び１２月２９日か

ら１月３日までは休場日です。また、市長が特に必要と認めるときは、臨時で休場する

こともあります。令和５年度から７年度においては、キャンプ場内の野焼き作業に伴い

２月１日から２月２８日までの期間を休場日としました。 

休場日を変更したい場合は市と協議することとします。 

     ア 宿泊 午後３時から翌日の午前１０時まで 

     イ 休憩 ア以外の時間 

 

（２）経費の削減 

   一連の業務を効率よく管理し、コスト削減を図ってください。 

 

（３）物的能力及び人的配置 

   施設の維持管理等を安定して行う物的能力及び人的能力を確保してください。 

 

（４）管理を通じて取得した個人に関する情報の取り扱い 

指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者（従事者）は、個人情報が適

切に保護されるように配慮するとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、

または、自己の利益のために利用してはなりません。 

また、指定管理者の指定の期間が満了し、もしくは指定を取り消され、または従事者の職務

を退いたあとにおいても同様とします。 

なお、管理業務の一部を第三者に委託した場合、当該第三者に対しても同等の義務を負わさ

なければならないことに留意してください。 

 

（５）個人情報の保護について 

①武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 

②個人情報の保護に関する法律 

③武雄市個人情報保護法施行条例 

④武雄市個人情報保護条例施行細則 

等により、個人情報及びプライバシーの保護対策を図らなければなりません。 
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（６）文書等の保管 

指定管理者は、文書に関する標準的な保存年限を定めるほか、業務の実施に当たり作成した

文書等を適切に保存、管理してください。また、指定期間終了時に武雄市の指示に従って保管

文書等を引き渡してください。 

 

（７）業務の包括的な第三者委託の禁止 

施設の管理業務を包括的に第三者に委託し、請け負わせることはできませんが、業務の一部

については、市の承諾を受けて委託し、請け負わせることができます。その際は、当該委託契

約の相手方を市内に本店又は主たる事務所を有する者の中から選定するよう努めてください。 

 

４ 指定管理者が行う業務の範囲 

業務の範囲は、以下のとおりとします。詳細については、武雄市キャンプ場の管理運営に関する

指定管理者業務仕様書のとおりです。 

（１）キャンプ場等の施設の利用に関する業務 

○ 利用申請の受付、許可、調整 

○ 利用料金等の徴収 

○ 事業に係る広報・ＰＲ等 

 

（２）施設等の維持及び管理に関する業務 

○ 施設、設備の維持管理業務 

・ 備品等の保守点検及び維持管理 

・ 敷地内の環境整備事業等 

・ 清掃業務 

○ その他の維持・管理業務 

・ 事業計画書及び収支予算書の作成・提出 

・ 事業報告書の作成・提出 

・ 各種調査、照会、回答、利用統計 

・ 指定期間終了に当たっての引継事務 

・ その他設置目的を達成するための日常業務 

・  監査委員による監査 

 

（３）自主事業  

  管理運営業務の他に、公園の設置目的に沿った利用者サービス向上のための事業を、管理

運営業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任により自主事業を実施することができ

ます。なお、実施する際には次のことに留意し、事前に市の承認を得る必要があります。 

a 黒髪山エリア（乳待坊公園）及び眉山エリアの資源を活かすことでインパクトのある

新たな価値を創出する事業 

    b 黒髪山エリア（乳待坊公園）及び眉山エリアの地域の方々や企業等と連携し、周辺地

域の振興に繋がる事業 

c  武雄市民のサービス向上に繋がる事業 

d 新幹線を活かしたまちづくりに繋がるような事業 

（例：新幹線利用者を含む観光客や公園利用者が手軽にキャンプできるような事業等） 

    e  自主事業の内容については、選定委員会による指定管理者候補の選定の際は、審査の

対象となります。 
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５ 管理経費（委託料）について 

キャンプ場等の管理運営の費用は、利用料金及びその他の収入並びに市からの指定管理に係る委

託料を充ててください。※別紙参考資料：利用料収入と利用者数推移 

指定管理に係る委託料の金額は、指定管理者が事業計画に基づいて管理運営業務を行うにあたり、

市が適当と認める金額の範囲内とし、具体的には、武雄市キャンプ場の管理に関する基本協定書

及び毎年度の実施協定（以下「協定」という。）を締結することになります。 

管理運営委託料の上限額については下記のとおりです。 

実際に支払うこととなる具体的な金額については、指定管理者から提出いただいた事業計画書や

収支計画書などの内容を踏まえつつ、市の財政状況なども総合的に考慮しながら、指定管理者と

協議・検討のうえ、決定することとなります。 

管理運営委託料は、特別な事情がある場合を除き、精算は行いません。 

 

６ 指定管理者の募集及び選定日程 

（１）募集要項等の交付 

  令和８年６月８日（月）午前９時 から 令和８年８月６日（木）午後５時 まで 

  土日祝日を除く。交付時間は午前９時から午後５時まで。 

  なお、武雄市のホームページから募集要項等ダウンロードできます。 

   

（２）交付の場所 

武雄市役所 ２階  まちづくり部都市政策課 

 

（３）質問事項の受付期間 

   令和８年６月８日（月）午前９時 から 令和８年７月１０日（金）午後５時 まで 

 

（４）公募説明会 

   令和８年６月２９日（月）午後１時３０分から 集合場所：乳待坊公園いこいの広場 

   ※乳待坊公園の説明終了後、眉山キャンプ場へ移動します。 

   ※公募説明会参加希望の方は、前日までに、事業者名、担当者名、参加人数、当日の緊急連絡先（担

当者の携帯電話等）を都市政策課宛にメール（toshi@city.takeo.lg.jp）でご連絡ください。 

    

（５）指定管理者指定申請書（事業計画書等）の提出締め切り 

   令和８年８月６日（木）午後５時まで 

 

（６）審査（書類審査及び事業計画のヒアリング） 

   令和８年１０月上旬頃に書類審査、事業計画のヒアリングを予定 

 

（７）候補者の内定 

   令和８年１０月下旬頃を予定 

 

対象年度 指 定 管 理 料 の 上 限 額 

令和９年度 16,234,000円（うち消費税及び地方消費税の額1,475,818円） 

令和１０年度 16,721,000円（うち消費税及び地方消費税の額1,520,091円） 

令和１１年度 17,222,000円（うち消費税及び地方消費税の額1,565,636円） 

令和１２年度 17,738,000円（うち消費税及び地方消費税の額1,612,545円） 

令和１３年度 18,270,000円（うち消費税及び地方消費税の額1,660,909円） 
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（８）候補者の選定結果通知 

   令和８年１２月下旬頃を予定 

 

７ 募集に関する事項 

（１）提出方法 

令和８年８月６日（木）午後５時までに、武雄市役所まちづくり部都市政策課まで持参又は郵

送で提出してください。 

 

（２）指定申請の取り下げ 

  指定申請書を提出後に辞退される場合は、ヒアリングによる審査を行う前日午後５時までに指定管

理者指定申請の取下届（様式第８号）を武雄市まちづくり部都市政策課へ提出してください。 

 

８ 応募に関する事項 

（１）応募者の要件 

キャンプ場等の管理運営ができる法人その他の団体（以下「団体」という。）であって緊急時における

迅速な対応ができるもの。（個人は不可） 

ただし、以下の各項に掲げる団体は、応募者の構成員になることはできません。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

イ 武雄市の指名停止を受けている期間中の者 

ウ 指定管理者の指定申請の受付期間において、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て及び民事 

再生法に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者 

エ 直近１年間の法人税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税を滞納している者 

オ 管理運営の業務内容を円滑に遂行できる安定的で健全な財務能力を有しない者 

カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益 

となる活動を行う者 

 

（２）応募書類 

指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類により申請してください。 

  ①指定管理者指定申請書（様式第１号） 

  ②添付書類 

   ○武雄市キャンプ場管理業務事業計画書（様式第２号） 

   ○武雄市キャンプ場管理業務の見積書（様式第３号） 

   団体に関する書類 

○団体の概要（設立趣旨、事業内容等）（様式第４号） 

   ○誓約書（様式第５号） 

   ○委任状（様式第６号）※代理人を選出する場合 

   ○付属書類 

・登記事項証明書（３か月以内に取得した履歴事項全部証明書） 

・定款等（団体の規約） 

・直近3期分の事業報告書（財務諸表（賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）等

決算状況が確認できる書類） 

・納税証明書（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」並びに県税及び市税に滞納がないこと

を証する書類） 

・その他参考資料（団体の現在取得されている管理業務に有効な資格等があれば写しを添付して

ください。） 
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  ③管理業務事業計画書（様式第２号）の記載要領 

   ア 「１ 管理運営計画」の「（１）管理の基本方針に関すること」については、指定期間の５年間

を通し、利用者へのサービス向上や個人情報保護等を盛り込んで、様式に記載している項目につ

いては、必ず記入してください。 

   イ 「（２）管理運営体制に関すること」については、人員体制及び配置を予定しているスタッフの

資格、経歴等について、様式に記載している項目については、必ず記入してください。 

ウ 「（３）提案書」については、仕様書の「２ 提案を求める項目」に記載の５つの項目につい

て提案してください。 

エ 「２ 団体の経営能力及び管理実績」については、様式に記載している項目について申請時点

の状況を記入してください。 

オ 「３ 管理業務の予算計画」には、消費税相当額を含め記入してください。 

 

（３）提出部数 

提出部数は、すべて正本１部、副本12部（副本は複写可）の計13部とします。 

また、提出書類の編綴順は、上記の添付書類の記載順とします。 

 

（４）質問及び回答 

   事業計画書等の作成に関する質問は、下記により受け付け後、回答します。 

  ①質問 

ア 質問の受付期間 

令和８年６月８日（月） から 令和８年７月１０日（金）午後５時 までとします。 

イ 受付方法 

文書の形式とし、郵送、電子メールによる質問を受け付けます。 

あわせて、質問事項のほかに応募者名、応募者住所及び担当者の所属・氏名を記載してくださ

い。（記載漏れならびに応募資格がないと思われる応募者等からの質問には、お答えできない場

合があります。） 

  ②回答方法 

質問集約後、令和８年７月２１日（火）までに各応募者に回答します。 

 

（５） 留意事項 

  ①接触の禁止 

指定管理者の審査を行う審査委員、審査事務に従事する本市職員並びに関係者に対して、事業計

画書等の審査にあたって公平性を損なうような接触を禁止します。 

  ②複数申請の禁止 

武雄市キャンプ場の指定管理者募集への応募は、１団体につき１申請のみとします。 

  ③他の応募者の構成員に関する制限等 

応募に際して提出する管理体制の構成員は、他の応募団体が提出する管理体制の構成員になるこ

とはできません。 

また、指定管理者の審査を行う審査委員、審査事務に従事する本市職員並びに関係者は、管理体

制の構成員になることができません。 

  ④応募書類の取扱い 

応募書類については、一切返却をしません。 

  ⑤応募に関する費用負担 

応募に際しての必要な費用は、応募者負担とします。 

  ⑥記載事項の変更 

指定申請書等の記載事項に変更があった場合には、武雄市キャンプ場指定管理者募集の事業計画

書及び添付書類等記載事項変更届（様式第７号）により、遅滞なく変更内容を証明できる書類を添
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えて届けてください。ただし、提出期限を過ぎた書類の変更は認めません。 

  ⑦事業計画書の再提出 

提出期限後の提出書類の再提出及び差し替えは、認めません。 

⑧提出書類の取り扱い及び著作権 

団体が提出した書類等の著作権は、それぞれの団体に帰属します。 

なお、指定管理者の選定に関し、審査結果を公表する場合や審査に必要と認められるときには、

武雄市は提出書類の全部または一部を使用できるものとします。 

⑨提出書類の規格 

  申請に係る書類及び参考資料等は日本工業規格Ａ列４番の規格を使用するものとします。 

⑩言語、通貨、単位等 

事業計画に用いる言語、通貨、単位は日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平成４年法律

第５１号）に定める単位に限ります。 

 

（６）応募者の失格 

提出書類の審査の結果、応募者の要件を満たしていない場合は失格とし、ヒアリングによる審査は行

わないこととします。また、次のいずれかに該当する場合は、失格となることがあります。 

  ①応募書類に関するもの 

   ・提出方法を遵守せずに提出されたもの 

   ・作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの 

   ・記載すべき内容の全部または一部が記載されていないもの 

   ・記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

   ・虚偽の内容が記載されているもの（様式第５号の誓約書の場合は、失格とします。） 

   ・添付書類及び付属書類が不足しているもの 

  ②関係者との接触に関するもので、次の場合は失格とします。 

    審査委員、本市職員ならびに関係者に対して、事業計画書等の審査にあたって公平性を損なうよ

うな接触をしたことが認められた場合 

 

９ 審査及び選定に関する事項 

（１）審査方法 

指定管理者の選定にあたっては、提出書類による審査を行い、応募者の中から本事業に最も優れた応

募者を選定します。 

なお、提出いただいた事業計画等に仕様書を満たしていない内容がある場合には、選定の対象となら

ない場合があります。 

 

（２）事前ヒアリングの実施 

  応募締め切り後、担当課においてヒアリングを実施します。 

 

（３）審査結果の通知 

審査結果については、指定申請書を提出した全応募者に文書で通知を行います。 

 

（４）審査事務の所管 

審査事務については、武雄市まちづくり部都市政策課が行います。 

 

（５）事業計画書の評価基準  

事業計画書等を公正に審査するため「武雄市指定管理候補者選定委員会設置要綱」に基づく指定管理

候補者選定委員会において評価を行います。 

選定委員会は、事業計画書等の提出書類の書類審査により、以下の評価基準をもって審査を行い、最
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も優れた提案をした応募者を候補者として選定します。 

①管理運営計画 

   事業計画書による施設の運営が市民の利用に関し公平性を確保することができるものであること 

   施設の目的との合致、公平性 

  ②事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られ

るものであること 

   業務の効率的運営、サービスの提供 

   ③事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること 

     職員体制、防災対策及び緊急時の対応 

④施設の設置目的を達成するために必要な事業を実施するものと認められること 

    業務実績及び自主事業、広報・誘客対策、業務の提案及び改善策 

 

 （６）候補者の補欠者 

武雄市は、審査により選定された最優秀提案者の他に基準点以上の提案者の中から必要と認める数の

指定管理者の候補者の補欠者及びその順位を定めることができるものとし、指定管理者又は指定管理者

の候補者に事故があった場合は、その順位に従い補欠者と管理に当たっての細目の協議を行い、次の候

補者を決定するものとします。 

①補欠者の有効期限 

補欠者の有効期限は、令和１４年３月３１日までとします。 

②補欠順位等の通知 

補欠順位等の通知は、審査結果を通知する際に通知するものとします。 

 

１０ 指定管理者の指定 

武雄市は、審査により選定された最優秀提案者を指定管理者の候補者とし、議会の議決を経て指定管理

者として指定するものとします。 

また、指定管理者が行う管理運営業務の内容及び経費については、事業計画書に記載された内容及びヒ

アリングの内容を基本としますが、指定管理者の指定後、協定締結前までに、事業計画書の内容を精査の

うえ、再度詳細について協議し確認することとします。 

なお、指定管理者の候補者となった日から指定管理者の指定期間が満了する日までに役員及び管理に従

事する者に異動があった場合は、異動があった日から１週間以内に様式第５号の誓約書に異動者名簿を添

えて提出することとします。 

 

１１ 関係法令等の遵守 

管理運営を実施するにあたっては、以下の法規をはじめ、関連する法規を遵守しなければなりません。 

特に、利用者及び施設の維持保全に関して十分な公平性の確保や管理運営を通して取得した個人情報の

保護等については十分留意してください。 

（１）地方自治法・同法施行令 

（２）武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例・同条例施行規則 

（３）武雄市眉山キャンプ場設置条例・同条例施行規則 

（４）武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例・同条例施行規則 

（５）個人情報の保護に関する法律 

（６）武雄市個人情報保護法施行条例・同条例施行細則 

（７）その他指定管理業務を行うにあたり遵守すべき法令 

なお、契約期間中に法令等の改正があった場合は改正された内容を遵守すること。 

 

１２ 指定等の取消し 

候補者又は指定管理者が法令違反等により候補者又は指定管理者として適当でないと市長が認める
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場合は、候補者の決定又は指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

その場合、候補者又は指定管理者の損害に対して、武雄市は賠償を行いません。また、取り消しに伴

う武雄市の損害について、候補者又は指定管理者に対し損害賠償請求を行うことがあります。 

なお、指定の取消しを受けた指定管理者は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよ

う、引き継ぎを実施するものとします。 

 

１３ 協定について 

（１） 協定の締結 

候補者の選考の結果、最も優秀な提案を行った申請者を候補者として決定し、武雄市は管理に当たっ

ての細目を協議します。交渉の過程において委託の困難性等が明らかになった場合や協議が成立しない

場合は、次点の応募者を候補者として決定し、協議成立後、指定管理の候補者として市議会に提案し、

議会の議決後に指定管理者として正式に指定します。指定後に協議結果に基づいて、管理に関する協定

を締結することとなります。 

 

（２） 協定の内容 

ア．指定管理者が行う業務の内容について 

イ．指定管理期間について 

ウ．指定管理者の市条例等の遵守義務について 

エ．施設の改修、備品等の整備について 

オ．再委託の取扱いについて 

カ．管理運営費（委託料）の金額及び支払いについて 

キ．事業計画書の作成、提出について 

ク．事業報告書の作成、提出について 

ケ．収支状況を明らかにした証拠書類等の整備、保管について 

コ．業務上知り得た事項の守秘義務について 

サ．個人情報の保護について 

シ．変更の届出について（定款、事務所の所在地、代表者の氏名等） 

ス．損害賠償の義務及びその他のリスク分担について 

セ．指定管理者の指定取消及び管理業務の停止等について 

ソ．事故、災害等の緊急時における対応について 

タ．協定書に定めない事項及び協定内容に疑義が生じた場合の対応について 

チ．その他市が必要と認める事項について 
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１４ リスク分担に対する基本的な考え方 

 指定管理者は、管理業務の実施主体として責任を負うことになります。ただし、指定管理者の責め

に帰し得ない事由によるリスクは、下記により分担を行うこととします。 

※ 指定管理者の責めに帰すべき事由（故意、過失、怠慢等）により生じたものについては、指定管

理者の責任（負担）となります。 

  № リスクの内容 

負担者 

備考 

武雄市 
指定 

管理者 

募集手続リス

ク 
1 

募集要項等本事業に係る公表した資料の誤り・変更

等に関するもの 
〇     

法令等変更リ

スク 

2 本事業に係る根拠法令の変更、新たな規正法の成立 〇     

3 
当該事業のみならず、広く一般的に適用される法令

の変更や新規立法の成立 
  〇   

4 指定管理者の利益に関わる税制度の新設・変更   〇 法人税・法人住民税等 

5 消費税の変更による本事業への影響 〇     

許認可リスク 

6 
事業の実施にあたっての武雄市が取得すべき許認可

取得の遅延・失効等 
〇     

7 
事業の実施にあたって指定管理者が取得すべき許認

可の遅延・失効等 
  〇   

第三者賠償リ

スク 

8 
武雄市の責めに帰すべき事由による事故により第三

者に与えた損害 
〇     

9 
指定管理者が行う業務に起因する事故により第三者

に与えた損害 
  〇   

10 上記以外の理由により、第三者に与えた損害 〇 〇 

リスク条件に応じて、武

雄市と指定管理者のいず

れか、または双方がリス

クを負担する。 

管理運営業務

の変更・中止

等のリスク 

11 
武雄市の指示、議会の不承認等による本事業の中

止・延期 
〇   

予算案の不通過や政策変

更等によるものを指す。 

12 
上記以外の事由による本事業の中止・延期（不可抗

力リスクを除く） 
  〇   

13 指定管理者の事業放棄・破綻   〇   

不可抗力リス

ク 

14 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高波、地震、落盤、

火災、騒乱、暴動等武雄市又は指定管理者のいずれ

かの責めにも帰すことができない自然的又は人為的

な現象）による事業の変更、中止 

〇  

 

15 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高波、地震、落盤、

火災、騒乱、暴動等武雄市又は指定管理者のいずれ

かの責めにも帰すことができない自然的又は人為的

な現象）により、第三者に与えた損害 

〇 △ 

事故時の指定管理者の適

切な処理を確保するた
め、指定管理者も一部負
担する。 

16 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、高波、地震、落盤、

火災、騒乱、暴動等武雄市又は指定管理者のいずれ

かの責めにも帰すことができない自然的又は人為的

な現象）による市整備の建物・設備の損害 

〇 〇 

リスク条件に応じて、武
雄市と指定管理者のいず

れか、または双方がリス
クを負担する。 
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№ リスクの内容 

負担者  

備考 
武雄市 

指定 

管理者 

施設損傷リ

スク 

17 
武雄市の責めに帰すべき事由による事故・火災

等で施設・設備が損傷 
〇   

18 
指定管理者の責めに帰すべき事由による事

故・火災等で施設・設備が損傷 
  〇   

19 
第三者の事由による事故・火災等で市が所有す

る施設・設備が損傷 
〇 〇 

リスク内容に応じて、

武雄市と指定管理者の

いずれか、または双方

がリスクを負担する。 

性能リスク 20 
指定管理者の実施する業務内容が武雄市の要

求水準に達しないことによるもの 
  〇   

業務内容変

更リスク 

21 
武雄市の指示による業務内容・用途の変更によ

るもの 
〇     

22 
上記以外の要因による事業内容・用途の変更に

よるもの 
  〇   

物価・金利変

更リスク 

23 インフレ等による物価変動によるもの   〇   

24 金利変動によるもの   〇   

25 資金調達の遅延・困難等によるもの   〇   

需要変動リ

スク 

26 利用者数などの需要変動による収入の変動   〇   

27 実施条件を超える需要変動 〇 〇 

リスク条件に応じて、

武雄市と指定管理者の

いずれか、または双方

がリスクを負担する。 

セキュリテ

ィ 
28 

警備不備及び指定管理者の職員による情報漏

えい 
  ○   

原状回復リ

スク 
29 

指定期間満了時または指定の停止時における

原状回復にかかる費用 
  〇   
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【別紙参考資料】利用料収入と利用者数推移 

〇乳待坊公園いこいの広場キャンプ場 

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用料収入（円） ２，４８６，８００ １，９４２，４００ １，５３２，８００ 

利用者数（人） ６，５９０ ４，９５６ ３，９０１ 

※指定管理制度の導入 令和４年度～ 

 

〇武雄市眉山キャンプ場 

年度 令和６年度 令和７年度 

利用料収入（円） ３２９，３２０ ２９４，９９０ 

利用者数（人） ７３３ ５６２ 

※通年営業の開始 令和６年度～ 

 

 


